
時短営業，休業したことが分かる
張り紙・ポスターの例
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※1月26日以前も時短要請に応じていただいている場合
【第三者認証店】鹿児島市，鹿屋市，霧島市

【記載注意点】
①時短営業，休業の期間が分かるように記載してください。
②1月27日以降は，営業時間及び酒類の提供について選択制となっていますので，
記載方法等にご注意ください。
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